
介護サービス事業者等（施設系サービス）
集団指導

【対象サービス】

令和７年度(202５年度)

指定介護老
人福祉施設/
指定地域密
着型介護老
人福祉施設
入所者生活
介護

(特別養護
老人ホーム/
地域密着型
特別養護老
人ホーム)

介護老人保
健施設

介護医療院

指定(介護予
防)認知症対
応型共同生
活介護

指定(介護予
防)特定施設
入居者生活
介護

指定(介護予
防)短期入所
生活介護

指定(介護予
防)短期入所
療養介護

養護老人
ホーム

有料老人
ホーム(サー
ビス付き高
齢者向け住
宅を含む。)

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療 養護 有料

生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関として指定(みなし指定を含む。)
を受けた指定介護機関としても集団指導の対象です。



１．実地検査における指摘事例について

２．制度改正について

３．業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・虐待防止措置・

感染症の予防及びまん延の防止のための措置・

身体的拘束等適正化

令和６年度(２０２４年度)集団指導のアンケート結果から

第２章で詳しく
解説します。

第３章・第４章で
詳しく

解説します。

第４章で詳しく
解説します。



実地検査で確認をする項目について

リンク

指導監査とは

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/753963/8522844/p0
21594.html

※上記リンクから「指導事項票」をダウンロードいただけます。

【参考】自主点検でご活用ください

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/753963/8522844/p021594.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/753963/8522844/p021594.html
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【実地検査】

年度ごとに、
検査の対象を
八王子市が
選定します。

各法令等に基づき、以下の３点に主眼を置いて、定期的に実施します。

第１章

実地
検査

指定基準等が遵守
されているか

サービスの質が確保
されているか

保険給付の請求等が
適正になされているか

目 的

• 事業者支援を基本とする助言及び指導

１－１ 基本方針①



文書指摘

• 法令、条例等に規定した事項に違反している場合

• 原則 として30 日以内に改善報告を行うよう指導する

口頭指導

• 法令、条例等に規定した事項に違反しているが、その程度が軽微である場合

• その違反について、文書指摘を行わなくても改善が見込まれる場合

• 改善報告は不要

助 言

• 法令、条例等に規定した事項に違反していないが、今後も違反のないよう、適正な運
営に資するものと考えられる場合

• 改善報告は不要

指摘を受けた場合は、速やかに改善をお願いします。

実地検査における「指導方法」

文書

口頭

助言

第１章



【監査】以下の状況が疑われる場合に監査を実施します。

第１章

監査

重大な法令・基準の違反

不適切な運営及びサービス
の提供

介護報酬の不正請求
不正の手段による

指定等

高齢者虐待等

目 的

•介護保険制度及び老人福祉制度への信頼維持

•利用者保護

１－１ 基本方針②



※詳しくはケア倶楽部関連資料及び市ホームページの集団指導公開ページにある、別紙「令和7年度（2025年度）八王子
市老人福祉施設等及び介護サービス事業者等実地検査等実施方針」を参照ください。

【場所】

 市ホームページ> くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 社会福祉法人の認可等・社会福祉施設等の指導監査 
> 介護サービス事業者等の指導監査 > 集団指導

【関係法令等】

• 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

• 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

• 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

• その他の法令

• 本市条例及び施行要領

第１章１－１ 基本方針③
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実地検査（介護保険法第23条等）

第１章

調査書類や改善状況報告書の提出は
原則として、電子メールで行います。

１－２ 実地検査・監査の流れ ※指定居宅サービス事業所の例

実
地
検
査
対
象
の
選
定

実
地
検
査
の
実
施
通
知
・

調
査
書
類
の
提
出
依
頼

実地検査1か月前に通知

調
査
書
類
の
受
付
・精
査

実
地
検
査
の
実
施

文
書

指
摘

あ
り

検
査
結
果
の
通
知

改
善
状
況
報
告
書
の
提
出

指
摘

な
し

改
善
状
況
報
告
書
の
審
査
・

受
理

検
査
終
了

検
査
終
了

※検査当日に実施通知を持参する臨時検査を行う場合もあります。

１
週
間
後

３
週
間
後

概
ね
１
か
月
後

概
ね
１
か
月
後

※



行政処分

通
報
（確
度
の
高
い
情
報

提
供
）、
苦
情
等

監
査
の
着
手
（立
入
検
査
等
の
権
限
の
行
使
）※

事
実
関
係
の
把
握
（各
種
記
録
の
分
析
、
関
係
者
へ
の
聞
き
取
り
等
）

勧
告
（期
限
を
定
め
て
、

改
善
措
置
を
と
る
よ
う
通
知
）

改
善
報
告
書

の
提
出

改
善
報
告
書
の
審
査
・受
理

実
地
検
査
で
重
大
な

基
準
違
反
等
を
確
認

勧
告
事
由
に

該
当
し
な
い

第１章

第91条の2
第1項

第91条の２
第３項

第91条の2
第4項

第92条第1項
・指定の効力の停止
・指定の取消

第93条
第3号

１－２ 実地検査・監査の流れ ※指定居宅サービス事業所の例

監査（介護保険法第76条）

聴
聞
・

弁
明
の
機
会
の
付
与

勧
告
に
従
う
よ
う

命
令

公
示

命
令
に
従
わ
な
い

聴
聞
・弁
明
の
機
会
の
付
与

処
分
決
定

処
分
通
知
・公
示

処
分
効
力
発
生

勧
告
に
従
わ
な
い

重
大
な

基
準
違
反

第91条の2
第2項

監
査
結
果
の

通
知

改
善
報
告
書

の
提
出

※事前に通告することはありません。

勧
告
事
由
に
該
当

定
め
た
期
限

を
経
過

第92条第1項各号
・不正請求
・虚偽の報告、答弁
・監査（立入検査等）の拒否
・不正な手段による指定等



１－１ 基本方針

１－２ 実地検査・監査の流れ

１－３ 実地検査の重点項目

１－４ 監査の重点項目

１－５ 八王子市における行政処分事例

１－６ 業務管理体制整備に関すること

第１章 実地検査と監査
第１章



• ア 人員に関する基準に定める職種の資格及び員数を満たしているか。

• イ 架空職員をねつ造していないか。

• ウ 有資格者により実施すべきサービスが無資格者により提供されていないか。

（１）人員に関する基準

１－３ 実地検査の重点項目①
第１章



• ア 事業を運営するために必要な設備を備え、適切に使用及び管理しているか。

• イ ケアプランと個別計画の作成、見直し及び記録等が基準等に則してなされているか。

• ウ 利用申込者又はその家族に対して、サービス内容の説明と同意が適切に行われているか。

• エ 高齢者虐待防止法に基づく身体拘束の廃止や人権侵害の防止に取り組んでいるか。

• オ 苦情や事故、感染症、食中毒があった場合に適切な対応がされているか。

• カ 非常災害時の対応について、消火、避難及び通報体制の確保等の対策を取っているか。

• キ 感染症や災害が発生しても、必要な業務を継続できる体制を構築しているか。

• ク 日常生活に要する費用等の取扱いが適切になされているか。

（２）設備及び運営に関する基準

１－３ 実地検査の重点項目②
第１章



• 介護報酬算定に関する告示、通知等を適切に理解した上で、加算、減算等の基準に

沿った介護報酬の請求が行われているか。

（３）介護報酬の算定及び取扱い

１－３ 実地検査の重点項目③-1
第１章



介護報酬算定に関する告示、通知等の理解に役立つ参考情報

１－３ 実地検査の重点項目③-2
第１章

厚生労働省ホームページ

改定内容の概要、告示の全
文、通知（「留意事項」、「解釈
通知」や「Q&A」）などが掲
載されています。
https://www.mhlw.go.jp/
stf/newpage_38790.html

ケア倶楽部（ウェブサイト）

市内の事業所に登録いただ
いている「ケア倶楽部」では、
介護保険に関する情報提供
を随時行っていますので、
チェック願います。
※ログインに必要なIDとパ
スワードは管理者等が交代
した場合も適切に引き継い
でください。

通知集など

介護報酬の算定に当たって
は加算要件等を解説した市
販の書籍や通知集も参考に
してください。
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• １ 不正な手段により指定を受けていないか。

• ２ 無資格者によるサービス提供が行われていないか。

• ３ 人員基準違反等の状況の下、サービス提供が行われていないか。

• ４ 架空、水増し等による不正な介護報酬請求が行われていないか。

• ５ 書類の提出や質問に対する回答について、虚偽の報告又は答弁が行われていないか。

• ６ 利用者からの利用料の受領は適切に行われているか。

監査の重点項目

１－４ 監査の重点項目
第１章
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指定取消１ 令和5年（2023年）12月20日付け

【訪問介護、第一号訪問事業】
＊不正請求（訪問介護計画書の未作成、虚偽のサービス提供

記録表）
＊不正の手段による指定（サービス提供責任者、管理者及び訪

問介護員について、勤務する意思を有していなかった者等
を「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載し、指
定申請時に提出）

17,035,021円（八王子市分のみ、加算額含む）

（１）対象事業所、
処分理由

 （２）返還額 

監査で不正が明ら
かになった場合、

処分に加えて多
大な返還額を支
払う可能性もあ

ります。

１－５ 八王子市における処分事例①
第１章



指定取消２ 令和６年（202４年）９月３0日付け

【訪問介護】
＊不正請求（同一建物減算の未実施、虚偽のサービス提供記

録表）
＊不正の手段による指定（同一建物減算の適用を不正に免れ

る目的で有料老人ホームの外部に実体のない訪問介護事
業所を開設した。）

【訪問介護】
＊不正請求（同一建物減算の未実施、虚偽のサービス提供記

録表）
＊不正の手段による指定（同一建物減算の適用を不正に免れ

る目的で有料老人ホームの外部に実体のない訪問介護事
業所を開設した。）

３６９，５６５，７４１円（八王子市分のみ、加算額含む）

（１）対象事業所、
処分理由

 （２）返還額 

１－５ 八王子市における処分事例②
第１章
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●業務管理体制整備の内容

業務管理体制の内容

※１ 事業所数は指定を受けたサービス種別ごとに１事業所と数えます。
（健康保険法の指定によるみなし事業所を除く）

※２ 事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査
  のいずれかによる。

法令遵守責任者の選任

法令遵守マニュアルの整備

法令遵守に係る監査 ※２

事業所数 ※１

○ ○ ○

○ ○

○

２０未満
２０以上
１００未満

１００以上

××

×

１－６ 業務管理体制整備に関すること①
第１章



●業務管理体制の整備に関する届出先

厚生労働大臣

厚生労働省老健局

総務課介護保険指導室

主たる事業所が

所在する都道府県の知事

東京都知事

八王子市長

八王子市 福祉部

高齢者いきいき課

• 指定事業所又は施設が３以上の地方厚生局の
管轄区域に所在する事業者

• 指定事業所又は施設が２以上の都道府県に所
在し、２以下の地方厚生局の管轄区域に所在す
る事業者

• 全ての指定事業所又は施設が東京都内のみに
所在する事業者

• 全ての指定事業所又は施設が八王子市内のみ
に所在する事業者

１－６ 業務管理体制整備に関すること②
第１章



監査は、定期的に全ての介護事業所に対して実施されるものである。

or

問 題



監査は、重大な違反や不正が疑われる場合に限って実施されます。
全ての事業所に定期的に行われるものではありません。

なお、全ての事業所に定期的に行うのは実地検査です。

解 説

正解は



介護報酬の請求は、告示や通知を理解した上で、基準に沿って行う必要
がある。

or

問 題



加算・減算などの介護報酬請求は、厚生労働省の告示・通知に基
づいて適正に行う必要があります。実地検査においては重点項目とし
て確認を行います。理解不足による過誤請求は介護報酬を返還するこ
とになります。

解 説

正解は
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令和６年度

0 0
1

（100％）
0

4
(66.6%)

0
2

(100%)
2

(100%)
0

1
(25％)

0 0 0 0
6

(100%)
0

2
(100%)

2
(100%)

0
3

(75.0％)

以上の対象数等は、介護予防も含んだものです。

指摘事業所数
（割合）

文書指摘
（割合）

口頭指導
（割合）

実地検査数

対象数

老健 医療院 GH 特定施設 養護 有料

25 3 8 3 60 47 58 22 5 51

0 0 1 0 6 2 2 2 0 4

また、指定介護機関に対しての実地検査は、各サービスごとに生活保護利用者のいる場合に実施しましたが、1事業所において文書指摘
がありました。

第２章

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療 養護 有料

２－１ 令和6年度の検査結果の概要



文書指摘事例

(1)利用者の家族の個人情報を用いる場合の当該家族の同意を、
あらかじめ文書により得ること

（2）高齢者虐待の防止に係る措置

文書指摘・口頭指導事例

（3）運営推進会議に対する活動状況の報告等記録の公表について

第２章
２－２ 主な文書指摘事例・口頭指導事例

GH 有料

老健 GH 短療 有料

GH 有料



【法令等】

○サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人

情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

【利用者】

住所_______________
氏名_______________

【代筆者】
氏名_______続柄_____
代筆理由____________

【法定代理人】
区分 成年後見人、保佐人、補助人

住所_______________
氏名_______________

【指導事例】
＊個人情報を用いる場合の利用者
及び家族の同意を、あらかじめ文書
により得ていない。

【家族代表】
住所________ _____

     氏名______ _（続柄）  

２－２ 主な文書指摘事例・口頭指導事例

（1） 利用者の家族の個人情報を用いる場合の当該家族の同意を、
あらかじめ文書により得ること 

家族代表の欄がない
ケースがありました。

第２章

参考
判断能力に欠ける場合は
成年後見人等の法定代理
人が代理します。

参考
心身の状況等により利用
者自身が署名できない場
合には、家族が代筆するこ
とができます。

GH 有料



【法令等】
⚫ 高齢者虐待の発生又は再発を防止するため、措置を講じなければならない。

• 虐待防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止検討委員会」)を定期的に開催し、その結果を
周知すること。

• 虐待防止のための指針を整備すること。
• 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
• 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

⚫ 基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として所定の単位数を減算する。

【指導事例】

✓ 虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていないことから、定期的に（年１回以上）開
催するとともに、その結果について、介護従業者に周知徹底を図ること。

✓ 虐待の防止のための研修を定期的に実施していながら、受講していない職員がいたので受講させること。
✓ 上記が図られていないにもかかわらず、高齢者虐待防止措置未実施減算が行われていなかったため、高齢者

虐待防止措置未実施減算基準に違反する不適正な介護報酬請求額について返還すること。
✓ 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載すること。

２－２ 主な文書指摘事例・口頭指導事例

（２）高齢者虐待の防止に係る措置

第２章

老健 GH 短療 有料



【文書指摘内容】

✓ 運営推進会議について評価を受けていない。
✓ 上記記録が公表されていない。

【確認事項】 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たって

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在す
る区域を管轄する地域包括支援センターの職員、指定認知症対応型共同生活介護について知見を有する
者等により構成される運営推進会議を設置し、当該運営推進会議に対する活動状況の報告、運営推進会
議による評価並びに運営推進会議から聴取した必要な要望及び助言等についての記録を作成するととも
に、当該記録を公表しなければならない。

第２章

GH

【口頭指導内容】

✓ 運営懇談会のメンバーには第三者的立場にあるものを加えるよう努めること。

有料

２－２ 主な文書指摘事例・口頭指導事例

（３）運営推進会議に対する活動状況の報告等記録の公表について



２－３ その他留意事項 第２章

その他留意事項

• (1)重要事項説明書（内容及び手続きの説明及び同意）

• （2）掲示物・薬品類の取扱い

• (3)各種委員会や研修等の注意喚起

• （４）各種委員会や研修等の実施回数



２－３ その他留意事項

（１）重要事項説明書（内容及び手続きの説明及び同意）

第２章

【確認事項】

 重要事項説明書の内容は適切か。

 運営規程との相違はないか。

【指摘内容】

✓ 重要事項説明書の内容に不備がある。

➢ 第三者評価の実施状況の記載がない

□実施の有無

□実施した直近の年月日

□実施した評価機関の名称

□評価結果の開示状況

➢ 事故発生時の対応（記録、賠償）がない

➢ 苦情処理の体制及び手順がない

➢ 利用料金に２割又は３割負担の記載がない

など

については、
「第三者評価の実施状況の記載」については
不要ですが、施設の見やすい場所に掲示す
る必要があります。

【注意】
利用料金に関する記載の不備については、
運営規程においても確認されましたので、
併せてご確認願います。

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療

老健 医療院



２－3 その他留意事項

（２）掲示物・薬品類の取扱い
第２章

掲示物の貼付に関する注意点

• 壁等にポスターや作品を貼付する際、画びょうや小さいマグネットの使用
は避けてください。

• 誤食・誤飲の危険性があるため、安全な固定方法（両面テープや口に入ら
ない大きさのマグネットなど）を使用してください。

消毒液・洗剤等の保管に関する注意点

• 消毒液・洗剤・漂白剤などの薬品類を、入所者・入居者の手の届く場所に
保管することは非常に危険です。

• 誤飲・皮膚への付着・目への刺激などの事故につながる可能性がありま
すので、容易に触れられない場所に保管してください。



２－３ その他留意事項

（３）各種委員会と研修等の注意喚起1/３
第２章

【確認事項】

を対象に行った令和７年度施設調査書により、昨年度に
行った各種委員会や研修等の実施回数をお伺いしましたが、必要な回数を下回った回答があ
りました。

LoGoフォームによる補正依頼の電子メールを順次個別にお送りして確認いたしますので、
メールが届きましたら御対応ください。

「（４）各種委員会と研修の実施回数について」で必要な委員会と研修回数をまとめました
ので、令和７年度以降は必要回数を下回ることがないよう十分御留意ください。

身体的拘束
等適正化

高齢者

虐待防止

業務継続

計画

感染症及び
食中毒の予
防及びまん

延防止

一体的可 一体的可

介福 地密介福 老健 医療院 養護



２－３ その他留意事項

（３）各種委員会と研修等の注意喚起2/３
第２章

委員会

• 委員会は特定のテーマに対する構

成メンバーによる改善検討機関で

す。指針や相談体制の整備、研修内

容や課題の検討、その結果の周知

等を行います。

研修

• 研修は介護職員等、

従業者全体に対して、

適切な知識を普及啓

発を行います。

一体的な実施の可否

• 委員会と研修は対象者が異なるため、同時に行うことはできません。

• 委員会は他の委員会と、研修は他の研修と一体的に実施することができます。例えば身体的拘束
等適正化の研修を虐待防止の研修と一体的に行っている場合等は、それぞれの研修の回数として
カウントすることができます。

委員会のメンバーは、多職
種から選出し、専門性と多様
性を確保することが望まし
く、例えば施設長、管理者、
各種専門職のリーダーなど
が想定されます。



２－３ その他留意事項

（３）各種委員会と研修等の注意喚起３/３
第２章

記録の徹底

• 委員会・研修を実施した際には、必ず記録を残してくだ

さい。

• 委員会と研修を同日に行う場合でも、別々に実施し、そ

れぞれ記録してください。

• 実地検査においても、委員会と研修の実施について確認

を行います。それぞれの委員会と研修が適切に行われて

いるかは、実施記録をもって確認するため、それぞれの

実施記録を別々に記録し、〇〇委員会、〇〇研修など分

類してファイリングするなど、適切な保管方法により記録

してください。

実施回数

• 例えば「年2回以上」と

実施回数が定められて

いる場合は、概ね半年

ごとよりも短い頻度で

開催することを意味し

ます。

• 施設ごとの実施回数に

ついては次のページ以

降を確認してください。

記録内容の例
• 日付
• 実施内容
• 参加者
• 議事録
• 資料など



２－3 その他留意事項

（４）各種委員会と研修の実施回数1/4

第２章

身体的拘束等

適正化

委員会

3月に1回以上

定期的な研修

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

業務継続計画
（感染症と災害それぞれ）

定期的な研修

年2回以上

定期的な訓練

年2回以上

新規採用研修

別に実施

感染症及び食中毒の

予防及びまん延防止

委員会

3月に1回以上

定期的な研修

年2回以上

定期的な訓練

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

高齢者虐待防止

委員会

定期的に年1回以上

定期的な研修

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

介福 地密介福 老健 医療院 養護



２－3 その他留意事項

（４）各種委員会と研修の実施回数2/4

第２章

身体的拘束等

適正化

委員会

3月に1回以上

定期的な研修

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

業務継続計画
（感染症と災害それぞれ）

定期的な研修

年2回以上

定期的な訓練

年2回以上

新規採用研修

別に実施

感染症及び食中毒の

予防及びまん延防止

委員会

6月に1回以上

定期的な研修

年2回以上

定期的な訓練

年2回以上

新規採用研修

実施する

高齢者虐待防止

委員会

定期的に年1回以上

定期的な研修

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

GH 特定施設



２－3 その他留意事項

（４）各種委員会と研修の実施回数3/4

第２章

身体的拘束等

適正化

委員会

3月に1回以上

定期的な研修

年2回以上

新規採用研修

必ず実施

業務継続計画
（感染症と災害それぞれ）

定期的な研修

年１回以上

定期的な訓練

年１回以上

新規採用研修

望ましい

感染症及び食中毒の

予防及びまん延防止

定期的な研修

年１回以上

定期的な訓練

年１回以上

新規採用研修

望ましい

高齢者虐待防止

委員会

定期的に年1回以上

定期的な研修

年１回以上

新規採用研修

必ず実施

短生 短療

委員会

6月に1回以上



２－3 その他留意事項

（４）各種委員会と研修の実施回数4/4

第２章

身体的拘束等

適正化

委員会

3月に1回以上

業務継続計画
（感染症と災害それぞれ）

定期的な研修

年１回以上

定期的な訓練

年１回以上

感染症及び食中毒の

予防及びまん延防止

委員会

3月に1回以上

定期的な研修

年1回以上

定期的な訓練

年1回以上

高齢者虐待防止

委員会

定期的に年1回以上

定期的な研修

年１回以上

有料

定期的な研修

年１回以上



利用者の家族の個人情報を使用する場合、利用者本人の同意があれば家
族の同意は不要である。

or

問 題



家族の個人情報を使用する場合は、家族の同意が必要です。利用者の同意
だけでは不十分です。
利用者の個人情報の使用は、利用者又は法定代理人の同意が必要であり、家

族の個人情報の使用は、家族の同意がそれぞれ必要です。家族の一人から家族
代表として同意を得ることで、その家族の全員の個人情報の使用についても代
表者が同意をしたとみなせます。

解 説

正解は



個人情報の使用に関する同意は、サービス担当者会議終了後に得ても問

題ない。

or

問 題



同意はあらかじめ文書で得ておく必要があります。事後は不適

切です。

解 説

正解は



各種委員会と研修・訓練は年に何回も行う必要があり回数が多いため、

それぞれをいつ実施したのかがわかるよう記録を残していれば問題ない。

or

問 題



回数が多いからといって、各種委員会と研修・訓練について実

施日時のみの記録では不十分です。実施内容、参加者、議事録、資
料なども併せて記録として残してください。実地検査においても、
委員会と研修の実施について確認を行いますが、実施記録をもって
確認するため、記録に残すことが非常に重要です。

解 説

正解は



第１章 実地検査と監査

第２章 昨年度の検査結果等の概要
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３－１ 協力医療機関との連携

３－２ 協力医療機関連携加算

３－３ 高齢者施設等感染対策向上加算

３－４ 認知症に係る基礎的な研修

３－５ 認知症チームケア推進加算

３－６ 栄養管理

３－７ 口腔衛生の管理

３－８ 介護現場の生産性の向上検討委員会の設置

３－９ 生産性向上推進体制加算

第３章第３章 介護サービス(施設系)の留意事項



において、協力医療機関
と実効性のある連携体制を構築することにより、協力医療機関
との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する。

1. 以下の要件を満たす協力医療機関（③は病院に限る。）を定め
ることを義務付ける（複数の医療機関を定めることにより要件
を満たすこととしても差し支えない。）。その際、義務付けにか
かる期限を３年（令和９年3月31日まで）とし、併せて連携体制
に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。

① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談

対応を行う体制を常時確保していること。

② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保して

いること。

③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は

協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保して

いること。

2.  １年に１回以上、協
力医療機関との間
で、入所者の病状
の急変が生じた場
合等の対応を確認
するとともに、当
該協力医療機関の
名称等について、
当該事業所の指定
を行った市町村に
届け出なければな
らない。

3.  入所者が協力医
療機関等に入院
した後に、病状が
軽快し、退院が可
能となった場合に
おいては、速やか
に再入所させるこ
とができるように
努めなければなら
ない。

介福 老健 医療院地密介福 養護

目的

３－１ 協力医療機関との連携1/5 第３章

医療連
携体制
の確保

年１回
の確認・

報告

退院後
の再入
所支援

介福 老健 医療院地密介福 養護



において、協力医療機関と実効性のある
連携体制を構築することにより、協力医療機関との連携の下で
より適切な対応を行う体制を確保する。

1. 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を
満たす協力医療機関を定めるように努めること。

① 入居者の病状の急変が生じた場合等において、医師又

は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

こと。

② 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確

保していること。

2.  １年に１回以上、協力医療
機関との間で、利用者の
病状の急変が生じた場合
等の対応を確認するとと
もに、当該協力医療機関
の名称等について、当該
事業所の指定を行った市
町村に届け出なければな
らない。

3.  入居者が協力医療
機関等に入院した後
に、病状が軽快し、
退院が可能となった
場合においては、速
やかに再入居させる
ことができるように
努めなければならな
い。

GH特定施設 有料

第３章３－１ 協力医療機関との連携２/5

目的

医療連
携体制
の確保

年１回
の確認・

報告

退院後
の再入
居支援

GH特定施設 有料

有料 については１と３のみが該当する。



前のスライドにおいて記載がありました、協力医療機関と入所者等の
急変時における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等
を指定権者（八王子市福祉部高齢者いきいき課事業者指定担当）に１年
に１回以上、届け出ることが義務付けられています。

３－１ 協力医療機関との連携3/5

届出事項に変更・追加や協力内容の変更があった場合は変更届出書
又は変更許可申請と併せて届け出をお願いします。

（特定施設入居者生活介護の指定を受けていない については、
変更届出書は不要です。）

第３章

協力医療機関に関する届出書の提出について

養護

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 養護



３－１ 協力医療機関との連携4/5
第３章

入所者等の新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時
から構築しておくために、第二種協定指定医療機関※である病院又は診療所と政令で定
める新興感染症における対応を取り決めるよう努める必要があります。

目的

新興感染症発生時等の対応を行う
医療機関との連携

努力義務

流行初期期間経過後（感染症の発生の公表後4か月程度から6か月程度経過後）に入所
者等が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整を行うこ
となど。

取り決め
の内容

※第二種協定指定医療機関の調べ方

関東信越厚生局HP> 管轄法人等 > 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届
出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧の「医科」のファイルをご参照く
ださい。

受理番号に、感染対策１、感染対策２、感染対策３、外来感染の記載のある医療
機関が該当します。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html

第二種協定指定医療機関である
薬局や訪問看護ステーションと
の連携を行うことを妨げるもの
ではありません。

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 養護 有料

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html


新興感染症発生時等の対応を行う
医療機関との連携

３－１ 協力医療機関との連携5/5 第３章

協力医療機関を第二種協定指定医療機関とした場合

協力医療機関と新興感染症の発生時の対応について協議を行わなければなりません（義務）。

協議を行った結果取り決めがなされない場合も考えられるものの、協力医療機関のように日

ごろから連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましいです。

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 養護 有料



３－２ 協力医療機関連携加算
介福 老健 医療院 GH特定施設地密介福

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期
的に開催していること。

「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催すること。

ただし、電子的システムにより、協力医療機関が入所者の情報を随時確認できる体制が確保されている場合には、
定期的に年3回以上開催。

協力医療機関が(１)上記要件①と②を満たす場合 100単位/月

 (２)それ以外の場合  40単位/月

GH特定施設

★協力医療機関の要件

①入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保
していること。

協力医療機関が(１) 上記要件①～③を満たす場合   50単位/月

 (２) それ以外の場合  ５単位/月

介福 医療院地密介福 老健

算定要件

第３章



３－３ 高齢者施設等感染対策向上加算
介福 老健 医療院 GH特定施設地密介福

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）＞

10単位/月

•感染症法第６条第17 項に規定する第二種協定指定医
療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う
体制を確保していること。

•協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感
染症の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症
の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応して
いること。

•診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策
向上加算に係る届出を行った医療機関又は地域の医師
会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練
に１年に１回以上参加していること。

＜高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）＞

５単位/月

診療報酬における感染対策向上加算に
係る届出を行った医療機関から、３年に１
回以上施設内で感染者が発生した場合の
感染制御等に係る実地指導を受けている
こと。

第３章



３－４ 認知症に係る基礎的な研修

※ 訪問入浴以外の訪問系サービス、福祉用具、居宅介護支援を除く

第３章

➢ 認知症に係る基礎的な研修

従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ
るために必要な措置を講じることが義務付けられています。

医療・福祉関係の資格
を持たない従業者への

認知症介護基礎
研修の受講

令和６年４月１日から義務化

作成 表題 リンク

厚生労働省 認知症施策推進大綱 https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf

厚生労働省
他

認知症施策推進総合戦略
(新オレンジプラン)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf

八王子市 認知症介護基礎研修 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare
/ninntisho/jigyousyanokathe/p033567.html

社会福祉法人東北
福祉会

認知症介護研修とは https://kiso-elearning.jp/what-kiso/

https://www.mhlw.go.jp/content/000522832.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/ninntisho/jigyousyanokathe/p033567.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/ninntisho/jigyousyanokathe/p033567.html
https://kiso-elearning.jp/what-kiso/


３－５ 認知症チームケア推進加算1/2
介福 老健 医療院 GH地密介福

項目 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）

単位数 150単位／月 120単位／月
入所者等

条件
日常生活自立度Ⅱ以上の認知症の者の割合が、２分の１以上

研修要件
認知症介護指導者養成研修＋認知症チームケア

推進研修

認知症介護実践リーダー研修＋認知症チームケ

ア推進研修

ケア体制

上記研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、

複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理

症状（BPSD）に対応するチームを組んでいるこ

と。

上記研修を修了した者を１名以上配置し、かつ、

複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理

症状（BPSD）に対応するチームを組んでいるこ

と。
⚫ 入所者等個人に対し計画的にBPSDの評価指標を用いて評価を実施し、その結果に基づき

チームケアの計画を作成・実施すること。
⚫ 対象者１人につき月１回以上の定期的なカンファレンスを開催し、ケア計画策定、ケアの振り返り、

状態の再評価、計画の見直しを行うこと。
⚫ 状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等は次のページの様式の「認知症チームケア推

進加算・ワークシート」と介護記録などに詳細に記載すること。

※認知症専門ケア加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している場合は、算定できません。

第３章



状態の評価、ケア方針、実施した
ケアの振り返り等は、様式「認知
症チームケア推進加算・ワーク
シート」と、介護記録などに詳細
に記載する必要があります。

３－５ 認知症チームケア推進加算2/2
第３章



３－６ 栄養管理 1/3
介福 地密介福 老健 医療院

第３章

➢ 栄養ケア・マネジメントの充実
栄養ケアマネジメントの取組を一層強化する観点から、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自

立した日常生活を営むことが出来るよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことが義務
づけられています。

令和6年4月1日から

義務化されている事項

入所者の栄養管理につ
いて、管理栄養士が入
所者の栄養状態に応じ
て、計画的に行うこと。

栄養管理に係る減算

栄養管理について、基
準を満たさない場合は、
１日につき１４単位を所
定単位数から減算する。

注意

栄養士のみが配置されている施設
や栄養士又は管理栄養士を置かな
いことができる施設については、
併設施設や外部の管理栄養士の協
力により行わなければならない。

その際、質の担保を図るために、協
力する旨の契約書や覚書等の取り
決めをすることが必要です。



管理栄養士が行う栄養管理について

第３章

介福 地密介福 老健 医療院

①栄養ケア
計画

• 入所時に栄養状態を把握
し、医師等多職種の者が
共同して入所者ごとの栄
養ケア計画を作成する。
栄養ケアの作成にあたっ
ては、施設サービス計画
との整合性を図る。

②定期的に
記録

• 栄養ケア計画に従い、管
理栄養士が栄養管理を行
うとともに、入所者の栄
養状態を定期的に記録す
る。

③定期的
に評価・
見直し

• 栄養ケア計画の進捗状況
を定期的に評価し、必要
に応じて当該計画を見直
す。

管理栄養士、歯科医師、看護師、
介護支援専門員等

３－６ 栄養管理 2/3



＜参考資料・リンク集＞

作成 表題 リンク

厚生労働省 介護保険最新情報
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理
及び口腔管理の実施に関する基本的な考え
方並びに事務処理手順及び様式例の掲示に
ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/000763199.pdf

第３章

介福 地密介福 老健 医療院

実務手順、様式等についての詳細は、リンクを参照してください。

３－６ 栄養管理 3/3

https://www.mhlw.go.jp/content/000763199.pdf


➢ 口腔衛生管理の計画的実施

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整

備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

介福 地密介福 老健 医療院

第３章３－７ 口腔衛生の管理 1/3

令和6年4月1日から

義務化されている事項

入所者の口腔衛生の管理について、
管理体制を整備し、計画的に管理を
行うこと。

注意

基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔
の健康状態に応じて、手順を決め計画的に行うこと。

当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は
口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等においては、
実施事項等を文書で取り決めること。

実務手順、様式等についての詳細は、本項目最後のス
ライドのリンクを参照してください。



口腔衛生管理の手順
口腔衛生の管理について、管理体制を整備し、計画的に管理を行う

ア 助言を行った歯科医師
イ 歯科医師からの助言の要点
ウ 具体的方策
エ 当該施設における実施目標
オ 留意事項・特記事項

３－７ 口腔衛生の管理 2/3
介福 地密介福 老健 医療院

第３章

① 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛
生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛
生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回
以上行う。

② 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者
ごとに施設入所時及び月に１回程度の口腔の
健康状態の評価を実施する。

③ ①の技術的助言及び指導に基づき、
以下のアからオまでの事項を記載し
た、入所者の口腔衛生の管理体制に
係る計画を作成するとともに、必要に
応じて、定期的に当該計画を見直す。

（注）医療保険において歯科訪問診療料が算定さ
れた日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技
術的助言及び指導又は③の計画に関する技術的
助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療
又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯
に行う。

①技術
的助言、

指導

②口腔の

健康状態の
評価

③計画
の作成、

見直し

なお、次の管理体制に係る計画に
相当する内容を施設サービス計画の
中に記載する場合は、その記載を
もって口腔衛生の管理体制に係る計
画の作成に代えることも差し支えな
い。



＜参考資料・リンク集＞

作成 表題 リンク

厚生労働省 介護保険最新情報
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び
口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事
務処理手順及び様式例の掲示について

https://www.mhlw.go.jp/content/000763199.pdf

介福 地密介福 老健 医療院

第３章３－７ 口腔衛生の管理 3/3

https://www.mhlw.go.jp/content/000763199.pdf


３－８ 介護現場の生産性の向上検討委員会の設置1/5

３年間の経過措置を設けており、令和９年３月３１日までの間は、努力義務

第３章

介護現場の生産性向上の取組みを促進する観点から、現場における課題を抽出及び分
析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保
しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため。

目的

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び
職員の負担軽減に資する方策を検討するための委
員会の設置（テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。）

委員会
設置

定期的
な開催

利用者
の安全

介護サー
ビスの

質の確保

職員の
負担

軽減

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療



委員会構成メンバー

• 管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成す
ることが望ましい。

• 各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討する。

• 外部の専門家を活用することも差し支えない。

３－８ 介護現場の生産性の向上検討委員会の設置2/5
第３章

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療



開催頻度
• 定期的に開催することが必要

•開催が形骸化することがないよう留意する。

•各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ま

しい。

事務負担軽減観点等

• 他に事業運営に関する会議を開催している場合、これと一体的
に設置・運営することとして差し支えない。

•本委員会は事業所ごとに設置が求められるものであるが、他の
サービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

３－８ 介護現場の生産性の向上検討委員会の設置3/5
第３章
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３－８ 介護現場の生産性の向上検討委員会の設置4/5
第３章

委員会の開催に当たって
• 厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業における生
産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めること
が望ましい。

テレビ電話装置等を活用する場合

• 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働
省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を
遵守すること。

次のスライドで
リンク先を掲載
しています。

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療



作成 表題 リンク

厚生労
働省

介護分野の生産性向上～お知らせ～ https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei_information.html

介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
施設サービス ガイドライン（令和２年度改訂版）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/Seisansei_shisetsu_Guide.
pdf

介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン
居宅サービス ガイドライン（令和４年度改訂版）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/Seisansei_kyotaku_Guide.p
df

介護分野における生産性向上の取組を支援・促進する手引き https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/Seisansei_shien_Guide.pdf

介護ソフトを選定・導入する際のポイント集 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001124428.pdf

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
（第6.0版）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

個人情
報保護
委員
会・厚
生労働
省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス（リンクの医療分野欄にあります。）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

参考資料・リンク集5/5 第３章
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３－９ 生産性向上推進体制加算1/2
介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療

生産性向上推進体制加（Ⅱ） 生産性向上推進体制加（Ⅰ）

単位数 10単位／月 100単位／月

ICT機器の導入
（①見守り機器、②職員間の連絡調整の迅
速化に資するICT機器、③介護記録作成

の効率化に資するICT機器）

①から③までのうち1種類以上 ①から③まで全て必須

委員会の設置、頻度 必須（3ヶ月に1回以上） 同左

業務改善の取り組み 必須 同左＋成果の確認が必要

実績報告
• 事業年度ごとに１回、業務改善の取組によ

る効果を示すデータの提供
• WHO-5、業務時間、有休取得状況など

• 事業年度ごとに１回、業務改善の取組による
効果を示すデータの提供

• 加算（Ⅱ）の項目
• SRS-18、タイムスタディ調査

役割分担の工夫 任意
必須（業務内容の明確化や見直し、
職員間の適切な役割分担を実施）

加算の目的 生産性向上の体制づくり
生産性向上の体制づくり＋

成果の実証と高度な取り組み

第３章



３－９ 生産性向上推進体制加算2/２
介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療

業務改善の取組による効果を示すデータ等について

⚫ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）において提供を求める
データは、以下の５項目です。

① 利用者のＱＯＬ等の変化（ＷＨＯ-５等）

② 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間
の変化

③ 年次有給休暇の取得状況の変化

④ 心理的負担等の変化(ＳＲＳ-18等）

⑤ 機器の導入による業務時間（直接介護、間接業務、
休憩等）の変化（タイムスタディ調査）

⚫ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）において求めるデータ
は、生産性向上推進体制加算（Ⅰ）のうち①から③の
項目です。

⚫ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）における業務改善の取
組による成果が確認されていることとは、ケアの質が
確保（①が維持又は向上）された上で、職員の業務負
担の軽減（②が短縮、③が維持又は向上）が確認され
ることを言います。

見守り機器等のテクノロジーの要件

⚫ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下の①から③に掲
げる機器を指します。

第３章

機器 条件

①見守り機器 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の場合、利用
者全員に使用する必要がある。事前に利用
者の意向を確認することとし、当該利用者
の意向に応じ、機器の使用を停止する等の
運用は認められる。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の場合、利用
者１名以上に使用。

②インカム等の職員間
の連絡調整の迅速化に
資するＩＣＴ機器

全ての介護職員が使用する必要がある。

③介護記録ソフトウェ
アやスマートフォン等の
介護記録の作成の効率
化に資するＩＣＴ機器

複数の機器の連携も含め、データの入力か
ら記録・保存・活用までを一体的に支援する
ものに限る。
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４－１ 事故発生時の対応
【法令等】

○事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じると

 ともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、また、利用者に対して

   賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

事故
発生

連絡

記録
損害
賠償

ケア倶楽部又は実施通知掲載のURLから「事故発
生時の報告について（介護保険課）」の動画をご覧
ください。

第４章
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４－４ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

４－６ 虐待防止の措置  

４－７ 身体的拘束等の適正化

第４章第４章 全サービス共通の留意事項



介護サービス事業者は、事業所の運営規程の概要等の重要事項※について、

事業所内での「書面掲示」等に加え、インターネット上（法人のホームページ等や介護サービス情報公表

システム）で情報の閲覧が完結するよう、原則として

重要事項等の情報をウェブサイトに掲載しなければなりません。

※重要事項とは、運営規定の概要、従業者の勤務
体制、利用料等その他サービスの選択に資する内
容を指しますが、

は、協力医療機関につい
ても重要事項に載せる必要があります。 ＋

web

４－２ 重要事項のウェブサイトへの掲載

重要事項のウェブサイトへの
掲載は、
令和７年４月１日から義務化
されています。

第４章

書面掲示介福 老健 医療院
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苦情相談窓口の連絡先、処理体制、手順等をサービスの内容を説明する文書に

記載することに加え、事業所内に掲示し、原則として

ウェブサイトに掲載しなければなりません。

法人のホームページ等や
介護サービス情報公表システム

４－３ 苦情相談窓口等のウェブサイトへの掲載

苦情相談窓口等のウェブ
サイトへの掲載は、
令和７年４月１日から義
務化されています。

第４章

＋
web掲示
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業務継続計画(Business 
Continuity Plan)とは・・・
自然災害、感染症等の不測の事態が発生し
た場合に備えるために、身体、生命の安全
確保に加え、重要な事業を中断させない、
また、中断しても可能な限り短い期間で復
旧させるための方針・体制・手順を示した計
画のこと。

⇒ 介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないもので
あり、大規模災害や感染症の大流行に対し、介護施設・事業所において、適切な
対応を行い、利用者に必要なサービスを継続的に提供できる、若しくは早期に
業務を再開できる体制を構築することが重要だからです。

１．業務継続
計画(BCP)
の策定

２．定期的な

研修及び

訓練の実施

３．定期的な

BCPの

見直し

なぜ、ＢＣＰの策定が必要なの？

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 1/6
第４章



主なポイント

記載する項目 【感染症に係るBCP】

① 平時からの備え
（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）

② 初動対応

③ 感染拡大防止体制の確立
（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）

【災害に係るBCP】

① 平常時の対応
（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品
の備蓄等）

② 緊急時の対応
（業務継続計画(BCP)発動基準、対応体制等）

１．業務継続計画(BCP)の策定

③ 他施設及び地域との連携

一体的に策定することも可能

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 ２/６
第４章



２．定期的な研修及び訓練の実施

主なポイント

訓練 ① 事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を
定期的（年２回以上（ は年１回以上。） ）実施すること。
訓練の実施内容についても記録すること。

② 感染症のBCPに係る訓練は、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に
実施することは差し支えないこと。

③ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する
ものを適切に組み合わせること。

主なポイント

研修 ① 感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、
平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に係る理解の励行を行うこと。

② 定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に実施すること。
（ は年１回以上。）研修の実施内容は記録すること。

③ 感染症のBCPに係る研修は、感染症の予防及びまん延の防止に係る研修と一体的に実施
することは差し支えないこと。

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 ３/６
第４章

短生 短療

短生 短療



Plan

Do

Check

Action

定期的なBCPの見直し

研修や訓練での課題
等も踏まえて、定期的
に計画の見直しを行
い、必要に応じて変更
すること。

＜改善＞
評価の結果に基づき、
計画の見直し・改善を行う

＜評価＞
研修や訓練等の取組によって目指す姿や
目標が達成されたか、取組の価値を判断し、
課題の抽出を行う

＜実行＞
研修・訓練等
※記録をすること

＜計画＞
BCPの策定。目指す姿とそれを実現するための
目標、必要な取り組みを明確化し共有する

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 ４/６
第４章



感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築する

ため、業務継続に向けた計画の策定を求める観点から、以下の2点を満たしていない場合は

所定単位数の１００分の３（ については100分の１）に相当する単位数を減算します。

感染症及び災害のいず
れも又は一体的に策定
された業務継続計画
（BCP）

①業務継続計画
の策定 策定した業務継続計画

（BCP）に従って講じられた
必要な措置

②必要な措置

業務継続計画未策定減算について

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 ５/６
第４章

短生 短療

※措置の状況により減算※未策定は減算



作成 表題 リンク

八王子市 BCP(業務継続計画について) https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/011/003/002/p031351.html

厚生労働省 介護施設・事業所における業
務継続計画(BCP)作成支援に
関する研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo
_koureisha/douga_00002.html

＜参考資料・リンク集＞

厚生労働省のホームページには、各サービスにおける業務継続計画の例示入りひな形や、業務継続ガイドライ
ン、研修動画が公開されています。計画策定の際の参考にしてください。

４－４ 業務継続計画（BCP）の策定 ６/６
第４章
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➢ 感染症の予防及びまん延
の防止のための措置

事業者は、事業所において感染症
が発生し、又はまん延しないよう
に、措置を講じることが義務付け
られました。

⇒高齢者や特定疾病のある方が過ごす介護施設や事業所で感染症がいったん発生すると、集団
発生(クラスター)となる可能性があります。
また、職員が感染症を媒介するリスクがあることについても理解する必要があります。
このため、日頃から感染防止を実践する組織的な体制を整備し、適切に対応することが重要だ

からです。

なぜ、これらの措置が必要なの？

１．感染症の予防及び
まん延の防止のため
の対策を検討する

感染対策委員会
の開催

２．感染症の予防及び
まん延の防止のため

の

指針の整備

３．感染症の予防及び
まん延の防止のため

の

研修及び訓練の
実施

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 1/6

第４章



１．感染対策委員会の開催

主なポイント

感染対策委員会 ① 感染症対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましいこと。
（「感染症対策の知識を有する者」については外部の者も含め積極的に参画を得る

ことが望ましい。）

② 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておか
なければならないこと。

③ 感染対策委員会は定期的に開催し、その結果を従業者に周知すること。
（感染症が流行する時期等を勘案し必要に応じ随時開催すること。）

○ 感染対策委員会はテレビ電話等を利用して行うことも可能です。その際は
 本項目の最後に案内するリンク集掲載のガイドライン等を遵守してください。

○ 感染対策委員会の定期的な開催の頻度
３か月に１回以上

６か月に１回以上

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 2/6

第４章

GH 特定施設 短生 短療

介福 地密介福 老健 医療院 養護 有料



主なポイント

記載する項目

２．指針の整備

① 平常時の対策及び発生時の対応を規定すること。

平常時：事業所内の衛生管理(環境の整備等)、ケアに係る感染対策(手洗い、標準的な
予防策)等。

発生時：発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所・市町村等関係機関との
連携、行政への報告等。

② 発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記して
おくこと。

指針の各項目の記載内容の例については、本項目の最後に案内するリンク集掲
載の手引きを参照してください。

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 3/6

第４章



３．研修及び訓練の実施

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 4/6

第４章

研修

• 感染対策の基礎的内容等の適切な知識
を普及・啓発するとともに、事業所におけ
る指針に基づいた衛生管理の徹底や衛
生的なケアの励行を行うこと。

• 研修の内容は記録すること。

• 研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事
業所の職員向け感染症対策力向上のた
めの研修教材」等を活用するなど、事業
所内で行うことも差し支えない。

• 定期的（年２回以上）な教育を開催すると
ともに、新規採用時には別に実施するこ
とが望ましい。

• 定期的（年１回以上）な教育を開催する。

訓練

• 訓練の実施は、机上を含めその実施手法
は問わないものの、机上及び実地で実施
するものを適切に組み合わせること。

• 訓練の実施内容は記録すること。

• 訓練においては、発生時の対応を定めた
指針及び研修内容に基づき、役割分担の
確認や感染対策をした上でのケアの研修
等を実施すること。

• 訓練を定期的（年２回以上）に実施するこ
と。

• 訓練を定期的（年１回以上）に実施するこ
と。

短生 短療 有料

介福 地密介福 老健

医療院 養護 GH

特定施設



＜参考資料・リンク集＞

作成 表題 リンク

個人情報保護委員会
厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン（第6.0版） https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

厚生労働省 介護現場における感染症対策の手引
き（第3版） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

厚生労働省 介護保険サービス従業者向けの感染
対策に関する研修について（研修の
お知らせ（その３））

https://www.mhlw.go.jp/content/000710965.pdf

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 5/6

第４章

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000710965.pdf


４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 ６/６

第４章

介護現場における感染対策について理解を深めていただくにあたり、

別添をご参照ください。

ケア倶楽部関連資料及び市
ホームページの集団指導の資
料公開ページにありますので

ご参照ください。



４－１  事故発生時の対応

４－２  重要事項のウェブサイトへの掲載

４－３  苦情相談窓口等のウェブサイトへの掲載

４－４ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

４－６ 虐待防止の措置  

４－７ 身体的拘束等の適正化

第４章第４章 全サービス共通の留意事項



➢虐待の発生又は再発の防止
事業者は、高齢者の尊厳の保持、高齢者の人格の尊重のために、虐待防止に係る措置を講じる
ことが義務付けられています。

４－６ 虐待防止の措置 1/9

•虐待防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止検討委員会」)を
定期的に開催し、その結果を周知すること1

•虐待防止のための指針を整備すること２

•虐待の防止のための研修を定期的に実施すること３

•虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと４

第４章



１．虐待防止検討委員会

主なポイント

虐待防止検討
委員会

① 管理職を含む幅広い職種で構成し、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、発生した場合
はその再発を確実に防止するための対策を検討する。

② 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、定期的に開催すること。

（事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。）

○ 当該委員会は、他の会議体と一体的に設置・運営することや、他の
サービス事業者との連携により行うことも可能です。

○ 当該委員会はテレビ電話等を利用して行うことも可能です。その際は
 感染対策委員会と同様にガイドライン等（リンクを掲載します）を遵守

 してください。

４－６ 虐待防止の措置 2/9
第４章



主なポイント

委員会で
検討すべき内容

① 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること。

③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。

④ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること。

⑤ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法
に関すること。

⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する
こと。

⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

４－６ 虐待防止の措置 3/9

１．虐待防止検討委員会

第４章



○ 検討して得た結果（事業所における虐待に対する体制、再発防止策）は従業者に

 周知徹底を図る必要があります。

 一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微な

 ものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

 情報であるとは限られず、個々の状況に応じて慎重に対応することが重要です。

○ 小規模事業所であっても、虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を

守るため、関係機関との連携を緊密にし、規模の大小に関わらず、委員会・研修

を定期的に実施してください。

〇 委員会・研修を実施した際には記録を残してください。

４－６ 虐待防止の措置 4/9

１．虐待防止検討委員会

第４章



２．虐待防止のための指針の整備

主なポイント

盛り込む項目

① 事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方

② 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

③ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

④ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

⑤ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

⑥ 成年後見制度の利用支援に関する事項

⑦ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

⑧ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

⑨ その他虐待の防止の推進のために必要な事項

４－６ 虐待防止の措置 5/9
第４章



３．虐待の防止のための研修を定期的に実施すること（２回以上（施設の種別によって異なる）
＆新規採用時）

４．虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

主なポイント

担当者
① ここまでの措置を適切に実施するための専任の担当者を配置すること。

（虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。）

４－６ 虐待防止の措置 6/9

主なポイント

研 修

① 指針に基づいた研修プログラムを作成し、年２回以上定期的な研修を実施するとともに、

新規採用時には必ず実施すること。

（ は年１回以上と新規採用時 は年１回以上）

② 研修の実施内容についても記録することが必要。

第４章

短生 短療 有料



５．虐待防止に係る措置の運営規程への記載の義務化

４－６ 虐待防止の措置 7/9

主なポイント

運営規程

① 施設の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 入所定員
④ 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
⑤ 施設の利用に当たっての留意事項
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 非常災害対策
⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑨ その他施設の運営に関する重要事項

第４章

運営規程には施設の種類によって若干異なりますが、概ね上の内容を定めなければなりません。
虐待の防止のための措置を運営規程へ記載することは、令和６年４月１日より義務化されています。
運営規程に虐待の防止のための措置が記載されているかをご確認ください。



事業者は、利用者の尊厳の保持、高齢者の人格の尊重のために、以下の虐待防止に係る措置を講じること
が義務付けられました。

以下の４点を満たしていない場合は、所定単位数の１００分の１に相当する単位数を減算します。

①委員会開催と周知

• 虐待防止のための対策を検討
する委員会を定期的に開催し、
その結果を従業者に周知徹底
する

②指針整備

• 虐待防止の
ための指針
の整備

③定期的な研修

• 従業者に対し、虐待防止のため
の研修の定期的な実施（年２回
（ は年１回）以
上

④担当者の設置

• 措置を適切に実
施するための担
当者の設置

虐待防止のための委員会は、他の会議体と一体
的に設置・運営することや、他のサービス事業
者との連携により行うことも可能です。

テレビ電話等を利用して行うこ
とも可能です。ガイダンス等を遵
守してください。

高齢者虐待防止措置未実施減算

４－６ 虐待防止の措置 8/9
第４章

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療
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＜参考資料・リンク集＞

作成 表題 リンク

個人情報保護委員会
厚生労働省

医療・介護関係事業者における
個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

厚生労働省 医療情報システムの安全管理に
関するガイドライン（第6.0
版）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

４－６ 虐待防止の措置 9/9
第４章

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html


４－１  事故発生時の対応

４－２  重要事項のウェブサイトへの掲載

４－３  苦情相談窓口等のウェブサイトへの掲載

４－４ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

４－５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置

４－６ 虐待防止の措置  

４－７ 身体的拘束等の適正化

第４章第４章 全サービス共通の留意事項



身体的拘束等の適正化を図るために、以下の措置を講じることが義務付けられています。

１ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体
を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束等を行ってはならない。

２ 身体的拘束等を行う場合には次の内容
を記録しなければならない。

（１）拘束の態様と時間

（２）利用者の心身の状況

（３）緊急やむを得ない理由

切迫性

非代替性一時性

緊急やむを得な
い理由は、切迫
性、非代替性、
一時性の３つを
満たすか慎重に
確認すること。

４－７ 身体的拘束等の適正化 1/４
第４章



身体的拘束等の更なる適正化を図るために、以下の措置を講じることが義務付けられています。

第４章

（１）委員会の開催等

• 身体的拘束等の適正化のた
めの対策を検討する委員会
を３月に１回以上開催する
とともに、その結果につい
て、介護職員その他従業者
に周知徹底を図ること。

（２）指針の整備

• 身体的拘束等の適正化のた
めの指針を整備すること。

（３）研修の定期的な
実施

• 介護職員その他の従業者に
対し、身体的拘束等の適正
化のための研修を定期的
（年2回以上・新規採用は必
ず）に実施すること。

• （ は年１回以上の定
期的な研修の実施）

４－７ 身体的拘束等の適正化 2/４

有料



４－７ 身体的拘束等の適正化 ３/４
第４章

身体拘束廃止未実施減算
事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、以下の基準を満たしていない場合には、

利用者全員について、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を減算します。
（ 及び の短期利用については100分の１）

１．身体的拘束等を行う場合の記録

拘束の態様と時間

利用者の心身の状況

緊急やむを得ない理由（切迫性、非代替
性及び一時性の３要件を満たすこと）

２．身体的拘束等の適正化措置

①身体的拘束等適正化検討委員会の３月に１回以上
開催

②身体的拘束等の適正化のための指針整備

③職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修
を定期的に年２回以上実施

短生 短療

介福 地密介福 老健 医療院 GH 特定施設 短生 短療

GH 特定施設



＜参考資料・リンク集＞

作成 表題 リンク

厚生労働省 介護施設・事業所等で働く方々
への 身体拘束廃止・防止の手
引き

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf

第４章

４－７ 身体的拘束等の適正化 4/４

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001248430.pdf


業務継続計画の策定は令和６年度から義務化となり、令和６年度に業務
継続計画を策定したので、令和７年度以降は研修と訓練を行えばよい。

or

問 題



業務継続計画の策定の義務化は、計画の策定、定期的な研修と訓練の実施の他
に、定期的な計画の見直しも必要です。

令和７年度以降も定期的に研修と訓練を行わなければならず、研修や訓練での
課題等も踏まえて、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて変更することが
必要です。

解 説

正解は



事業者は重要事項や苦情相談窓口を事業所内に掲示することが義務付け
られているが、今年度、令和７年４月１日からはそれらをウェブサイト
（法人のホームページ等や介護サービス情報公表システム）に掲載するこ
とも義務付けられた。

or

問 題



今年度、令和７年４月１日から重要事項や苦情相談窓口について

事業者の内の掲示だけでなく、ウェブサイト（法人のホームページ
等や介護サービス情報公表システム）に掲載することも義務付けら
れました。

解 説

正解は



身体的拘束等適正化検討委員会及び身体的拘束適正化研修は、身体的拘
束を行っている施設を対象としたものであり、身体的拘束を行っていない
施設においては、委員会又は研修のどちらかを行うことが義務付けられて
いる。

or

問 題



身体的拘束等を行っているか否かに関わらず、３月に１回以上の

委員会及び年２回以上（ は年１回以上）の研修を必ず行う必要があります。
身体的拘束は緊急的に行われることがあり、現時点では該当がない場合も今後必要になる可

能性があります。組織的に身体的拘束の適正化の具体的な方法を委員会で検討し、全ての従業者
が適正化の適切な知識を普及啓発するよう研修を行う必要があります。

解 説

正解は

有料



身体的拘束等は緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を行うこととし、
身体的拘束等を行う場合には、拘束の態様と時間、利用者の心身の状況を
記録することが望ましい。

or

問 題



身体的拘束等を行う場合には、拘束の態様と時間、利用者の心身

の状況、緊急やむを得ない理由の３点について記録することが義務
付けられています。漏れなく必ず記録してください。

記録や必要な措置が講じられていない場合は、入所者・入居者全
員について所定単位数から減算することになってしまいます。

解 説

正解は



第１章 実地検査と監査

第２章 昨年度の検査結果等の概要

第３章 介護サービス（施設系）の留意事項

第４章 全サービス共通の留意事項

第５章 指定介護機関の留意事項（検査結果等）

Contents



【参 考】

• 八王子市では、生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関として指定（みな

し指定を含む。）を受けている場合には、介護サービス事業所だけではなく、指定介護機関

にも実地検査を実施します。

第５章  指定介護機関に係る留意事項（検査結果等） 第５章

１．文書指摘事例

２．生活保護利用者の介護サービス利用について



第５章  指定介護機関に係る留意事項（検査結果等） 第５章

１．文書指摘事例

２．生活保護利用者の介護サービス利用について



【指導事例】
＊「生活保護指定（介）」の標示を掲示していない。

【根拠法令】

生活保護法施行規則第13条
生活保護法施行規則様式第三号(第13条関係)

【法令等】
 ○指定介護機関は、様式第三号（生活保護法施行規則第13条）

の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しな
ければならない。この標示の規格は、縦125ミリメートル、
横55ミリメートル程度とする。

５－１ 文書指摘事例

「生活保護指定（介）」の標示（指定介護機関）

第５章



第５章  指定介護機関に係る留意事項（検査結果等）について 第５章

１．文書指摘事例

２．生活保護利用者の介護サービス利用について



生活福祉総務課 医療・介護担当からの

Ｒ０７介護集団指導テキスト（居宅・医療系）

R0７介護集団指導テキスト（施設系）

をご覧ください。

５－２ 生活保護利用者の介護サービス利用について 第５章

ケア倶楽部関連資料及び市ホームページの集団指導

の資料公開ページにあります。



指定介護機関は、「指定介護機関（介）」を、その業務を行う場所の見
やすい箇所に掲示しなければならない。

or

問題



業務を行う場所の見やすい場所に掲示しなければならないのは、

「指定介護機関（介）」ではなく「生活保護指定（介）」です。

解説

正解は



最後に、ケア倶楽部で公開しているアンケートへの回答をお願いいたします。

※集団指導開催期間中での回答をもちまして、受講完了とさせていただきます。

【アンケート回答方法】 詳細については、実施通知等をご確認ください。

令和７年度(202５年度)介護サービス事業者等（施設系）に対する集団指導は、以上となります。

介福 特養 地密介福 地密特養 老健 医療院

ケア倶楽部による回答

GH 特定施設 短生 短療

アンケート

複数の事業所番号がある事業所は、事業所番号ごとに
ケア倶楽部にログインしてそれぞれ御回答してください。

複数名で受講された場合は、代表の方がまとめて御回
答ください。



詳細については、実施通知等をご確認ください。

養護 有料

特定施設

特定施設

アンケート

• メールで実施通知等を受け取った

については、Formsにて
回答してください。

• のうち、 として指
定を受けている施設については、ケ
ア倶楽部にて として回答してく
ださい。

養護 有料

ケア倶楽部による回答Formsによる回答



ご視聴ありがとうございました。

八王子市


	既定のセクション
	スライド 1: 介護サービス事業者等（施設系サービス） 集団指導
	スライド 2: 令和６年度(２０２４年度)集団指導のアンケート結果から
	スライド 3: 【参考】自主点検でご活用ください
	スライド 4: Contents

	第１章
	スライド 5: Contents
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32: Contents

	第２章
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55: Contents
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62: ３－２　協力医療機関連携加算
	スライド 63: ３－３　高齢者施設等感染対策向上加算
	スライド 64: ３－４　認知症に係る基礎的な研修　
	スライド 65: ３－５　認知症チームケア推進加算1/2
	スライド 66: ３－５　認知症チームケア推進加算2/2
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70: ３－７　口腔衛生の管理　1/3
	スライド 71: ３－７　口腔衛生の管理　2/3
	スライド 72: ３－７　口腔衛生の管理　3/3
	スライド 73
	スライド 74:   
	スライド 75
	スライド 76
	スライド 77
	スライド 78: ３－９　生産性向上推進体制加算1/2
	スライド 79: ３－９　生産性向上推進体制加算2/２

	第4章
	スライド 80: Contents
	スライド 81
	スライド 82
	スライド 83
	スライド 84
	スライド 85
	スライド 86
	スライド 87
	スライド 88
	スライド 89:  業務継続計画(Business Continuity Plan)とは・・・ 自然災害、感染症等の不測の事態が発生した場合に備えるために、身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させない、また、中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示した計画のこと。   
	スライド 90
	スライド 91
	スライド 92
	スライド 93
	スライド 94
	スライド 95
	スライド 96
	スライド 97
	スライド 98
	スライド 99
	スライド 100
	スライド 101
	スライド 102
	スライド 103
	スライド 104
	スライド 105
	スライド 106
	スライド 107
	スライド 108
	スライド 109
	スライド 110
	スライド 111
	スライド 112
	スライド 113
	スライド 114
	スライド 115
	スライド 116
	スライド 117
	スライド 118
	スライド 119
	スライド 120
	スライド 121
	スライド 122
	スライド 123
	スライド 124
	スライド 125: Contents
	スライド 126
	スライド 127
	スライド 128
	スライド 129
	スライド 130
	スライド 131
	スライド 132
	スライド 133
	スライド 134
	スライド 135: ご視聴ありがとうございました。


